
資料３ 

特定生産緑地の指定について

【意見聴取１関係】



１ 特定生産緑地制度について 

 特定生産緑地制度とは、指定から 30 年経過する生産緑地について買取りの申出が

可能となる期日を 10 年延長する制度です。 

 生産緑地法第 10 条の２第３項の特定生産緑地に指定をしようとするときは、都市

計画審議会の意見を伺わなければならないという規定に基づき、指定の内容を確認い

ただくとともに、ご意見を伺うものです。 

２ 特定生産緑地に指定する地区数及び面積 

   地区数  ６地区 

   面積   約０．７１ha 
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３ 指定の内容 

生産緑地法第 10 条の２第 1 項の規定に基づき、特定生産緑地を次のように指定する。

（６地区、約０.７１ｈａ） 

番 

号 
位置 

生産緑地 

地区番号 

面積（ha） 

申出基準日 
ページ 

番号 
生産緑地 

地区 

新たに特定 
生産緑地に 
指定する区域

●北区 

1 さいたま市北区別所町地内 宮原 55 号 約 0.18 約 0.12 2022 年 12 月 3 日 4 

●見沼区 

2 さいたま市見沼区大字南中野字道半山地内 片柳 28-1 号 約 0.76 約 0.04 2022 年 12 月 3 日 5 

3 さいたま市見沼区春岡１丁目地内 春岡 73 号 約 0.08 約 0.08 2022 年 12 月 3 日 6 

4 さいたま市見沼区春岡１丁目地内 春岡 75 号 約 0.40 約 0.07 2022 年 12 月 3 日 6 

●浦和区 

5 さいたま市浦和区木崎１丁目地内 木崎 3号 約 0.30 約 0.15 2022 年 12 月 10 日 7 

●南区  

6 さいたま市南区内谷５丁目地内 内谷 11 号 約 0.44 約 0.25 2022 年 12 月 10 日 8 
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①

②

④③

⑥

番号 地　区　名

① 宮原５５号生産緑地地区

② 片柳２８－１号生産緑地地区

③ 春岡７３号生産緑地地区

④ 春岡７５号生産緑地地区

⑤ 木崎３号生産緑地地区

⑥ 内谷１１号生産緑地地区

⑤
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